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要　　約
　本稿では，財政・公共経済学の分野を中心に近年応用例が増加している集群推定
（Bunching Estimation）法について，その基本的な分析枠組みを説明するとともに，近
年の手法の発展および批判について取り上げる。集群推定法は Saez（2010）を端緒とし，
課税所得の弾力性を推定する手法として確立されたが，近年ではその応用例は他分野に広
がっている。しかし，当該手法の利用方法について日本語での解説を行っている文献は限
られており，日本において集群推定を利用した研究は比較的少ないのが現状である。加え
て，近年，当該手法に関する分析の拡張や，推定における問題点に関する数多くの論文が
出版されている。
　そこで本稿では，特に課税所得の弾力性に関する文脈から，（１）基本的な分析手法に
ついて解説を行うとともに，（２）近年の手法の発展状況と，後続研究で指摘されてきた
推定における問題点や課題について紹介する。

　 キーワード：集群推定，Bunching，課税所得弾力性
　JEL Classification：H00，C01，H24

Ⅰ．はじめに

　限界純税率に対する課税所得の弾力性1）の推
定は，財政・公共経済学分野における重要なト
ピックとなっている。課税所得の弾力性は，税
制改革が経済主体に与える効果や，税制度の最
適な設計に関する議論において，厚生分析を行
う際に必要な十分統計量（sufficient statistic）
となるため（Feldstein 1999），現在に至るまで
弾力性の推定に関する数多くの研究が行われて
きた。現在，課税所得の弾力性を推定するアプ

ローチは主に 2 つの方法が存在する。1 つ目の
方法は，税制変更による異時点間の予算線の変
動を利用するものである（税制変更アプロー
チ）。この方法では基本的にパネルデータを用
いて，税制変更によって引き起こされる限界税
率の変化が各個人の課税所得の変化に与える影
響を分析することで，弾力性の値を推定する2）。
　一方で，近年では予算線において生じている
屈曲（kink）や断絶（notch）を利用した課税

＊１ 　本論文の作成にあたり，林正義教授（東京大学），児玉直美教授（明治学院大学）より多くのご示唆を頂いた。
＊２ 　愛知淑徳大学ビジネス学部講師
１）英語では，「elasticity of taxable income （ETI） with respect to the marginal net-of-tax rate」と表現される。

- 31 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和 5 年第 1 号（通巻第 151 号）2023 年 2 月〉

05_CW6_AY284D02.indd   31 2023/02/27   11:45:01



所得の弾力性の推定が数多く行われるように
なってきた。予算線の屈曲や断絶では，経済主
体のインセンティブに不連続性が生み出される
ため，それに対して行動反応が生じ，不連続点
に経済主体が集群する。2 つ目のアプローチは，
このインセンティブと集群との関係から，経済
主体に関する課税所得の弾力性を推定する方法
である。これが本論文で取り上げる集群推定
（bunching estimation）法であり3），初期の研
究としては Saez（2010），Chetty et al.（2011），
Kleven and Waseem（2013）などが存在する。
集群推定の初期の研究では，主に課税に対する
行動反応が推定されていたが，現在では医療，
ファイナンス，環境など他の分野にも応用例が
広がっている。実際，集群推定法を利用した論
文数は近年増加傾向にあり，Currie, Kleven, 
and Zwiers（2020）によると，経済学雑誌にお
ける所謂「5 大誌」および4），National Bureau of 
Economic Research（NBER）Working Paper に
掲載された論文を対象にしたテキスト分析か
ら，「bunching」を語句に含む論文数が増加し
ていることが示されている（当該論文，p. 45 
Figure 4 参照）。Saez（2010）が出版された
2010 年 以 降， 論 文 数 は 5 大 誌 で 2 倍 程 度，
NBER Working Paper で 4 倍程度に増加して
おり，主要な研究手法の一つとして確立してき
たことが窺える。
　このように，財政・公共経済学をはじめとす
る分野において集群推定を活用した研究が多く
積みあがってきたにもかかわらず，当該手法の

利用方法について日本語で解説を行っている文
献は限られているのが現状である5）。また，日
本において集群推定を利用した研究は，Ito and 
Sallee（2018），市川ら（2021），Kawakubo et 
al.（2022）など，比較的少ないのが現状であ
る6）。加えて，Saez（2010）をはじめとする初
期の研究以降で提示されてきた，様々な分析の
拡張や推定における問題点についてまとめられ
ている文献は存在しないようである。そこで本
稿では，近年集群推定を利用した研究が増加し
ていることを踏まえ，特に課税所得の弾力性に
関する文脈から，（1）基本的な分析手法につい
て解説を行うとともに，（2）近年の手法の発展
状況と，後続研究で指摘されてきた推定におけ
る問題点や課題について紹介する。
　本稿の構成は以下である。Ⅱ節では集群推定
について基本的な理論枠組みと推定方法につい
て記述する。Ⅲ節では，既存研究の進展につい
て紹介するとともに，推定における問題点や拡
張点，および関連する議論について解説する。
最後にⅣ節でまとめを行う。

２）例えば，Gruber and Saez（2002）, Kleven and Schultz（2014）, Jakobsen and Søgaard（2022）, Miyazaki 
and Ishida（2022）を参照。他にサーベイ論文としては，Saez, Slemrod, and Giertz（2012）が挙げられる。

３）bunching estimation を扱った既存の日本語文献では「集積」を用いている場合がみられるが，経済学にお
いて集積は agglomeration や clustering などの日本語訳としても利用されているため，本論文では林（2020）
に従い，訳語として「集群」を当てている。

４）ここでは，American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of 
Economics, Review of Economic Studies の 5 雑誌を指している。

５）日本語で解説が行われている書籍としては伊藤（2017）が，論文では市川ら（2021）などが存在するが，
集群推定について技術的な面を含めた全体的な解説を行っている文献は存在しないようである。

６）Ito and Sallee（2018）では日本の燃費規制に関する自動車重量の閾値に，市川ら（2021）や Kawakubo et 
al.（2022）は日本の消費税制度における免税閾値に着目した分析を行っている。また，集群推定を行ってい
るわけではないが，例えば Onji（2009）は消費税の簡易課税に関する閾値，Yokoyama（2018）および横山・
児玉（2016）では所得税の配偶者控除に関する閾値における集群を実際のデータから指摘している。
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Ⅱ．集群推定とは

　この節では，所得税に対する個人の課税所得
の弾力性を推定することを念頭に，集群推定の
基本的な枠組みについて，理論的および実証的
側面から解説する。より詳細な議論については，
Kleven（2016）を参照されたい7）。

Ⅱ－１．理論モデル：屈曲のケース
　まず初めに，予算線に屈曲（kink）が生じて
いるケースについて解説する。ある個人が労働
を行い，稼得所得で消費を行う状況を考える。
この個人の税引後所得を c，税引前所得を y と
すると，両者の関係は税引前所得に対する課税
額 T（y）を用いて，c＝y－T（y）と表せる。ま
た，個人の効用を U（c, y; a）とする。a は個人
の稼得能力に関する異質性を表すパラメータで
あり，分析者からは観測できない。パラメータ
a は密度関数 f（a）に従うとする。また，課税
所得は滑らかな密度関数 h0（y）に従って分布
しており，各個人が単一の限界税率τの比例
税に直面していると仮定する（つまり課税額
は，T（y）＝τ・y となる）8）。
　ここで，ある税引前所得水準 y＊を閾値とし
て，それを上回る所得に対しては限界税率が
τからτ＋Δτに上昇する屈曲（kink）が導
入されたとする（Δτ＞ 0）。つまり，税額は

T（y）＝τ・y＋Δτ・（y－y＊）・1｛y＞y＊｝
のように表されることになる。ここで 1｛・｝は
引数の条件を満たせば 1 を取る指示関数であ
る。ある税引前所得 y＊の閾値以下では，個人
は限界税率τに直面するが，y＊を越えると限
界税率（τ＋Δτ）に直面することになる。
　図 1 パネル（a）には，y＊を上回る課税所得
分についてΔτの税率引き上げがなされた（屈

曲が生じた）場合（実線）と，屈曲が存在しな
い場合（点線）の 2 つの予算線が示されている。
また，パネル（b）は 2 つの予算線の下での個
人の所得分布として，実分布と反実仮想分布の
2 つが示されている。屈曲が存在しない場合に
おいては，個人は効用を最大化するように傾き
（1－τ）の予算線から所得額を選択する（す
なわち，賃金率が一定であるとすると労働供給
量を選択する）ため，パネル（a）では，能力
が a＊および a＊＋Δa の個人は，それぞれ所得
y＊および y＊＋Δy を選択することになる。いま，
y＊で屈曲が生じるとすると，従前から y＊以下
を選択していたすべての個人は，増税の影響を
受けないが，y＊を上回る課税所得を選択して
いた個人は影響を受けることになる。特に，当
初 y＊＋Δy で予算線に接する無差別曲線を持っ
ていた個人は，増税後は y＊に接する無差別曲
線を持つことになり，限界集群者（marginal 
buncher）と呼ばれる。これは，当初 y＊＋Δy
より下に位置する y＊までの間の全ての個人が，
増税後は y＊の屈曲に接する無差別曲線を持つ
ことになるからである。限界集群者は閾値に課
税所得を引き下げる個人の中で，増税前に最大
の課税所得を持つ個人である。
　このような一定の所得水準以上に対する限界
税率の上昇は，個人の所得分布に影響を与える
ことになり，増税による屈曲導入後の税引前所
得分布は，h（y）に変化する。パネル（b）に
はパネル（a）の各税スケジュールに対応する
所得分布 h（y）と h0（y）が示されている。
　図からわかるように，閾値よりも所得水準が
低い y ＜ y＊の範囲については，h0（y）と h（y）
で分布の形状は同じである。限界集群者より上

７）本節は Kleven（2016）に多くを負っている。当該論文では，集群推定に関する基本的な分析枠組みを解説
するとともに，関連文献を包括的に解説している。

８）本稿では，基本的に税制が線形もしくは区分線形課税スケジュールに従っている場合を扱う。
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図１　屈曲のケース

（a）予算線

（注 1）　 パネル（a）は横軸に課税所得，縦軸に税引後所得をとる個人の予算線である。また，個人 a＊および（a＊＋Δa）に関
する無差別曲線も示されている。原点から伸びる傾き（1－τ）の点線は屈曲が存在しない場合の予算線を，原点から
傾き（1－τ）で伸び，課税所得 y＊で傾き（1－τ－Δτ）に屈曲する実線は，屈曲が存在する場合の予算線を示している。
また，限界集群者である個人（a＊＋Δa）は，屈曲が存在しない場合には y＊＋Δy を選択するが，屈曲が存在する場合
には y＊を選択することになる。

（注 2）　 パネル（b）はパネル（a）に対応する，屈曲が存在する場合としない場合における課税所得の密度分布を示している。
実密度（実線）は，屈曲が存在する場合の密度分布，反実仮想密度（点線）は屈曲が存在しない場合の密度分布である。
影の部分は，y＊に集群する閾値 y＊から y＊＋Δy の範囲の個人の量を表している。

（出所）　筆者作成

（b）課税所得密度分布
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に位置する個人については，y＊を上回る課税
所得に対する限界税率の上昇に対応して課税所
得を減少させるため，屈曲より上の分布には凹
みが生じることはない9）。つまり，y＊より上の
密度分布が全体的に左シフトしている。また個
人の所得分布が増税前後で一定であるとする
と，y＊で生じている集群の大きさは，増税前
の（y＊, ∞）の密度分布が縮小することによっ
て穴埋めされていることになる。
　限界純税率に対する課税所得の弾力性ηが
屈曲 y＊の周辺の個人に関して一定であると仮
定すると，弾力性ηは

 （１）

と表すことができる。ここでは，閾値における
個人の非常に局所的な反応を捉えているため，
所得効果が無視できると考えている（つまり，
Δy が微小）。しかし，屈曲が大きくなり行動反
応が生じる課税所得の範囲（y＊, y＊＋Δy）が拡
大すると，（１）式で捉えられる弾力性には，
所得効果が含まれることになる点に注意が必要
である。後述するように，この問題について基
本的に既存研究では，効用関数を所得効果が存
在しない形状に仮定することで回避している。
　税制度に関する情報から，閾値 y＊や，税率
τおよびΔτは既知であるため，弾力性ηを
推定するために必要な情報はΔy のみである。
増 税 に よ っ て 閾 値 y＊ に 生 じ た 過 剰 集 群 量
（excess bunching amount）を B とすると，

 （２）

と書ける。ここで，h0（y）は増税が行われてい
なかった場合（すべての区間で税率がτで
あった場合）の課税所得に関する密度関数であ
る。 積 分 の 平 均 値 の 定 理 か ら， あ る－y ∈

（y＊, y＊＋Δy）について 2 つ目の等号が成り立つ。
Δy が十分に小さければ，密度 h0（－y）を h0（y＊）

で近似することができるため，最終的に過剰集
群量 B は近似式として h0（y＊）Δy のように表現
できる。この（２）式からΔy を推定するが，
実証分析におけるこれ以降の具体的な手続きに
ついては，次節で説明する。
　Saez（2010）をはじめとする集群推定の先
行研究では，効用関数（目的関数）を以下のよ
うな等弾力的（iso-elastic）な所得効果が存在
しない関数に特定化することが一般的である。

　　　　 （３）

ここで a ＞ 0，η＞ 0 である。（３）式の下で，
限界税率が引き上げられる前の税額 T（y）＝
τ・y における効用最大化問題に関する一階条
件から，個人の選択する課税所得 y は y＝a・（1
－τ）ηとなる10）。つまり限界集群者（能力 a＊

＋Δa）に関しては，税率引き上げが行われて
いなかった場合の予算線上に接する場合の一階
条件 y＊＋Δy＝（a＊＋Δa）（1－τ）η，および，税
率引き上げが行われており予算線に屈曲が生じ
ている場合に，屈曲点に接する場合の一階条件
y＊＝（a＊＋ Δa）（1－τ－Δτ）η の 2 つ の 条 件 が
満たされることになる。この 2 つの条件から，

となるので，両辺対数を取ると，

となる。したがって弾力性は，

 （４）

と表せる。この式においても，y＊, τおよびΔτ
は既知であるため，データからΔy を推定する

η＝
Δτ/（1－τ）

Δy/y＊

h0（y）dy＝h0（y）Δy≃h0（y＊）ΔyB＝∫y＊＋Δy

y＊
‾

⎛
⎝

⎞
⎠U（c, y; a）＝c－

1＋1/η
a

a
y 1＋1/η

⎛
⎝

⎞
⎠＝y－T（y）－

1＋1/η
a

a
y 1＋1/η

⎛
⎝

⎞
⎠

1＋ ＝
1

y＊
Δy

1－
1－τ
Δτ

η

ln 1＋ ＝－η・ln
1－τ
Δτ

y＊
Δy⎛

⎝
⎞
⎠ 1－⎛

⎝
⎞
⎠

η＝－
ln（1－Δτ/1－τ）
ln（1＋Δy/y＊）

９）この点は後述する断絶（notch）のケースとは異なる。

10）　　　　　より，すべての個人について限界純税率に対する課税所得の弾力性は η となっている。

　また，選択される課税所得は a およびηの増加関数，τ の減少関数となっている。

＝η∂ lny
∂ ln（1－τ）
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ことで弾力性が推定できることになる。

Ⅱ－２．理論モデル：断絶のケース
　次に，予算線に断絶（notch）が生じている
ケースについて解説する。ある課税所得水準で
断絶が生じている場合には，当該水準で限界税
率ではなく平均税率が不連続に変化することに
なるが，基本的な分析枠組みは屈曲のケースと
同じである。個人の効用最大化問題の設定は先
ほどと同様で，能力 a は密度関数 f（a）に従っ
ており，断絶が存在しなかった場合の課税所得
の分布についても h0（y）で与えられる。
　ここでは断絶が生じる税のスケジュールとし
て，以下のような税関数を考える。

T（y）＝τ・y ＋Δτ・y・1｛y ＞ y＊｝
つまり，課税所得 y が閾値 y＊以下では平均税
率τ，閾値を超えると平均税率がτ＋Δτに不
連続に上昇することになる。ここで考えている
断絶は，閾値では平均税率と限界税率の両方が
不連続に変化しているが，閾値で限界税率は変
化せず，平均税率のみが変化するタイプの断絶
であっても分析の方法は類似したものとなる。
　図 2 パネル（a）では，すべての課税所得 y
について税率τが適用される場合の予算線
（傾き 1－τの直線）と，閾値 y＊以下では税
率τ，閾値 y＊を上回る場合には税率τ＋Δτ
の課税が行われる（つまり断絶が生じている）
場合の個人の予算線（実線）とが示されている。
また，パネル（b）はそれらに対応する所得分
布を示している。
　断絶が生じていない場合には，パネル（a）
に示されているように，個人 a＊や個人 a＊＋Δa
の無差別曲線は点線に接する形でそれぞれ y＊

および y＊＋Δy が選択されている。しかし，予
算線に断絶が生じると，（y＊, y＊＋Δy］の間の
所得を選択していた全ての個人は閾値に集群す
ることになる。区間の上限である y＊＋Δy に増
税前から位置していた個人は，この集群におけ

る限界集群者であり，断絶が存在する税スケ
ジュールにおいて，閾値 y＊の選択と図の点 yI

の選択とが無差別な状態になっている。当該税
制変更に対する個人の行動反応によって生じる
所得分布の変化がパネル（b）に示されている
が，閾値の直上では密度分布に穴が空いており
（凹みが生じており），y＊と yI の間を選択する
個人は存在していないことが分かる。また，税
制変更前に y＊＋Δy を上回る課税所得を選択し
ていた個人は，増税によって選択する所得が低
下するものの，閾値 y＊を選択するまでに所得
を引き下げるわけではない。
　Kleven（2016）によると，断絶の場合には
他の選択に厳密に支配される所得範囲（ここで
は図 2 の（y＊,ΔyD）の範囲）が生じることが，
屈曲と断絶の大きな違いであると指摘されてい
る。当該範囲では，どのような効用関数を想定
したとしても，集群が生じる閾値まで所得を引
き下げることで消費と余暇の両者を増加させる
ことが可能である。図 2 では弾力性が全ての個
人で同一のケースを示しているため，屈曲が存
在する場合には（y＊, yI）の範囲に個人が存在
しない。しかし，弾力性に異質性が存在する場
合には，個人が存在しない領域は（y＊, yD）に
狭まり得る11）。L 字型の Leontief 選好の場合に
は，集群が生じる所得の領域はこの支配領域に
丁度対応することになる。
　断絶のケースにおいて課税所得の弾力性η
を求めるには，限界集群者に関して次の条件を
用いることになる。ここでも，屈曲のケースで
考察した等弾力的な効用関数（３）式を想定す
る。限界集群者（能力 a＊＋Δa）は，閾値 y＊の
選択と図の点 yI の選択とが無差別となってい
るから，前者での効用は，

と書ける。一方，後者での効用は以下のように
書ける。

1＋1/η
a＊＋Δa

a＊＋Δa
y＊

U＊＝（1－τ）y＊－ ⎛
⎝

⎞
⎠

1＋1/η

11）個人の弾力性（選好）に異質性が存在するケースについての詳細な議論は Kleven and Waseem（2013）お
よび Kleven（2016）を参照されたい。
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図２　断絶のケース

（a）予算線

（b）課税所得密度分布

（注 1）　 パネル（a）は横軸に課税所得，縦軸に税引後所得をとる個人の予算線である。また，個人 a＊および（a＊＋Δa）に関
する無差別曲線も示されている。原点から伸びる傾き（1－τ）の点線は断絶が存在しない場合の予算線を，原点から
傾き（1－τ）で伸び，課税所得 y＊で不連続に傾き（1－τ－Δτ）の実線に移動するものは，断絶が存在する場合の予
算線を示している。また，限界集群者である個人（a＊＋Δa）は，断絶が存在しない場合には y＊＋Δy を選択するが，
存在する場合には y＊と yI が無差別となる。加えて，y＊から y＊＋yD の範囲は，弾力性に異質性が存在する場合であっ
ても他の範囲の課税所得に厳密に支配される選択領域となっている。

（注 2）　 パネル（b）はパネル（a）に対応する，断絶が存在する場合としない場合における課税所得の密度分布を示している。
実密度（実線）が断絶が存在する場合の密度分布，反実仮想密度（点線）が存在しない場合の密度分布である。影の
部分は，y＊に集群する閾値 y＊から y＊＋Δy の範囲の個人の量を表している。

（出所）　筆者作成
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UI は，一階条件 yI＝（a＊＋Δa）（1－τ－Δτ）η を
用いることで，

と表現できる。両者の効用が無差別である条件
U＊＝UI と，増税前の税スケジュールの下での限
界集群者の一階条件である y＊＋Δy＝（a＊＋Δa）（1
－τ）ηを用いると以下を得る。

 

（５）

（５）式は，屈曲のケースにおける（４）式に
対応しており，y＊，τおよびΔτは既知である
ため，データからΔy を推定することで弾力性
ηが推定できることになる。

Ⅱ－３．実証分析の手順
　Ⅱ－ 1 で説明したように，弾力性を求めるた
めに必要となるΔy は，増税前の屈曲や断絶が
存在していなかった場合の密度分布 h0（y）の
推定値に依存している。本節では，Chetty et al. 
（2011）や Kleven and Waseem（2013）に基
づいてこの密度分布の推定方法を紹介する。密
度分布を推定する基本的な方針は，閾値 y＊付
近の範囲のデータを除外したうえで，観測され
ている所得分布に多項式を当てはめ，閾値付近
の分布を外挿することである。具体的には，課
税所得に関するヒストグラムを作成し，以下の
回帰式を用いて反実仮想分布 h0（y）を推定する。

 （６）

ここで cj はビン（区間）j における人数（度
数），yj はビン j における課税所得額の中央値，
ϵj は誤差項である。また，［yL, yU］は閾値近

傍の除外する所得の範囲，p は多項式の次数を
表している12）。範囲［yL, yU］の選択に関して，
屈曲での集群を推定する場合には，除外範囲は
過剰集群が生じている領域を選択する必要があ
る。また断絶の場合は，分布において集群反応
の影響を受ける全ての領域を除外する必要があ
る。この除外範囲の選択に関する詳細な手続き
については後述する。
　密度の反実仮想分布は，（６）式から除外範
囲の項（　　　　　　　 ）を除いた予測値 cj＝ 
　　　　　として得られる。また，過剰集群量
B は除外範囲である［yL, yU］における実際の
観測値と反実仮想分布から得られた予測値との
差 　　　　　　　として推定できる。
　まず屈曲の場合の推定方法について説明す
る。（２）式に示されたように，Δy が十分小
さければ，過剰集群量は B ≃ h0（y＊）Δy と近似
式で表すことができた。理論的には h0（y＊）は
閾値 y＊での密度を表しているが，実証的には
幅 W のビンにおける密度に対応することにな
るため，以下のように書ける。

 （７）

ここで，　（y＊）は幅 W のビンを持つ密度分布
を表している。この（７）式を用いると，弾力
性は

と表すことができる。したがって，過剰集群量
を閾値における反実仮想密度分布で基準化した
相対過剰集群量（relative excess bunching 
amount）　　　　　　をデータから推定すれば
よい。推定には，上述の過剰集群量の推定値B^
を利用することが考えられるが，この推定値は
過大評価される傾向にあることが指摘されてい
る（Chetty et al. 2011）。この理由は，屈曲が

UI＝（1－τ－Δτ）yI

1＋1/η
a＊＋Δa

a＊＋Δa
yI

－ ⎛
⎝

⎞
⎠

1＋1/η

1＋η
1

UI＝ （a＊＋Δa）（1－τ－Δτ）1＋η⎛
⎝

⎞
⎠

1＋Δy/y＊
1

1＋Δy/y＊
1

－ ⎛
⎝

⎞
⎠

1＋1/η

1＋1/η
1

1－τ
1－τ－Δτ

－ ＝0⎛
⎝

⎞
⎠

1＋η

1＋η
1

∑
i＝0

p

βi（yj）i＋∑
i＝yL

yU

γi・1｛yj＝i｝＋∊jcj＝

∑yU
i＝yL

 γi・1｛yj＝i｝
∑p

i＝0 βi（yj）î

B＝∑yU
i＝yL
（ci－ci）̂ ̂

W
hW

0（y＊）Δy
B≃

b≡B/hW
0（y＊）

η≃

1－τ
Δτ

W
y＊

hW
0（y＊）
B

・

b≡B/hW
0（y＊）

12）既存研究では，Chetty et al.（2011）に従い p＝7 を採用する場合が多い。また頑健性分析では，次数を変
更しても結果に大きな変化がないかを確認する。
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生じると，元々閾値より上方を選択していた個
人は限界税率の上昇に反応して所得を引き下げ
る点を考慮していないからである。推定に利用
する閾値上方の実際の密度は，屈曲がない場合
に観察される反実仮想密度に対して過少になっ
ている可能性が高いにも関わらず，反実仮想分
布の推定では，この過少な密度を利用している
た め に バ イ ア ス が 生 じ る。Chetty et 
al.（2011）はこの問題点に対応する方法として
次の回帰を行い，　　　　　　　を得る方法を
提案している13）。当該方法では，推定式の左辺
にも推定すべきパラメータβi が含まれるため，
B^ を求めたβi の推定値と，それを利用して求
めた右辺のβi の推定値とが等しくなるまで計
算を繰り返す。

　

得られた cj を用いて，新しい過剰集群量　　
　　　　　 を構成する。相対過剰集群量の推
定量は

と書ける。N は除外範囲におけるビンの数であ
る。 b^ の標準誤差はブートストラップ法によっ
て求めることが一般的である。まず，回帰の残
差標本からランダムに復元抽出を行い，新たな
cj を生成する。このサンプルを用いて回帰を行
い，cj から相対過剰集群量 b を計算する。これ
を一定回数繰り返して得られた b^ の分布につい
て標準偏差を計算し，^b の標準誤差と定義する。
また，この b^ を用いて弾力性の推定値 ê および
ê の 標 準 誤 差 に つ い て も デ ル タ 法（delta 
method）により求めることができる。
　次に断絶の場合の推定方法について説明する。

この場合も同様に（６）式を推定するが，過少集
群の上限となる yU を実際の密度の情報を用いて
決定する点が大きく異なる。まず，yL から閾値 y＊

の範囲における過剰集群量 bE（y＊）を計算し，そ
れが閾値より上に生じている過少集群量 bM（y＊）
と等しくなるように上限値 yU を決定する。ここで
bE（y＊）および bM（y＊）は以下のように定義できる。

具体的な手続きとしては，閾値に近い値に yU

を設定し，bE（y＊）＝bM（y＊）となるように yU

を引き上げる形で適切な値の探索を行う。断絶
のケースがこのような形で yU を決定する理由
は，屈曲とは異なり，閾値の直上に個人が選択
しない所得範囲が生じる傾向にあるため，視覚
的 に は 集 群 範 囲 が 明 確 で な い か ら で あ る
（Kleven and Waseem 2013）。以上の方法で
除外範囲を決定したのちの推定方法は，屈曲の
場合と同様である。
　以下では，推定における注意点について述べ
る。1 つ目は，除外範囲［yL, yU］の選択に関し
てである。基本的には閾値周りの所得分布の形
状を目視で確認することによって，範囲を決定
することが一般的である。屈曲のケースでは
yL および yU を目視によって選択する。断絶の
ケースでは，yL を目視によって定め，上述の
手続きによって閾値より下方に存在する過剰集
群量と上方に存在する過少集群量とが等しくな
るように yU を決定する。また既存研究では，
yL および yU の位置を動かしても結果が大きく
変動しないことを頑健性確認として行ってい
る。この除外範囲の決定については，より体系
的に行う手法が提案されているため，次節で紹
介する。

cj＝∑p
i＝0 βi（yj）î̂

∑∞
i＝yU

cj

B⎛
⎝

⎞
⎠cj・ 1＋1｛j≥yU｝・

̂

∑
i＝0

p

βi（yj）i＋∑
i＝yL

yU

γi・1｛yj＝i｝＋∊j＝

B＝∑yU
i＝yL
（ci－ci）̂̃

B＝∑yU
i＝yL
（ci－ci）̂̃

B
（∑yU

i＝yL
ci）/N̂

̃
b＝̂

∑
j＝yL

y＊

（cj－cj）bE（y＊）＝ ̂̂

∑
j＝y＞y＊

yU

（cj－cj）bM（y＊）＝ ̂̂

13）ただ，Kleven（2016）では，以下の 2 つの理由からこのバイアスの大きさは多くの場合無視できる水準で
あると述べている。この理由の１つ目は，屈曲に対する個人の反応は非常に局所的であるため，分布の変化
も小さな数値となりがちである点，2 つ目は，密度分布の傾きが十分に急でない限り，閾値上方の密度が反
実仮想密度に対して一定程度の大きさとなるため，屈曲の存在により密度が過少となる影響は少ないと考え
られる点である。
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　2 つ目は，分布を描いた際にキリの良い数値に
集群が起きる現象（丸め値集群，round number 
bunching）への対処である。こうした現象は多く
の既存研究でも報告されており，金銭的なインセ
ンティブとは異なる要因（例えば，キリの良い数
字が個人にとって参照点として機能している）に
よって集群が生じている可能性が指摘されてい
る。税に関しての屈曲や断絶が生じる閾値は，制
度としてキリの良い数字に設定されることが多い
ため，この丸め値集群を無視すると，弾力性を過
大推定してしまう可能性がある。つまり，弾力性
を求めるためには，こうした税率以外の非金銭的
な要因による集群の効果を除外する必要がある。
Kleven and Waseem（2013）などが採用してい
る一般的な対処法は，キリの良い数字について 1
を取るダミー変数を回帰式に追加することで，影
響を除外する方法である。具体的には，（６）式
に　　　　　　　　　を挿入する。ここで，ℝ

は例えば 100 万円や 500 万円といったキリの良い
数字の集合であり，ℕは自然数，λr はパラメータ
である。つまり，キリの良い数字で割り切れるよ
うな値を課税所得が取る場合に，そうした数値に
生じる集群を統制するということである。
　このように，キリの良い数字に関するダミー
変数を統制することで丸め値集群に対処する方
法があるが，データのノイズが大きい場合には
うまくいかない場合もある。そこで，例えば
He et al.（2021）では，通常の丸め値集群をダ
ミー変数で統制する分析に加えて，キリの良い
数字における観測値を除外したサンプルを用い
て分析を行っている。ただこの方法では，税率
に反応して所得を正確に閾値（ここではキリの
良い数字と想定）に調整している個人をサンプ
ルから除外してしまうことになるため，弾力性
を過少推定してしまう可能性があることに注意
が必要である14）。

Ⅲ．既存研究の進展

　上述のように，予算線の屈曲や断絶を利用し
た 基 本 的 な 分 析 枠 組 み に つ い て は，Saez
（2010），Chetty et al.（2011）および Kleven 
and Waseem（2013）で提示された。しかしそ
の後も，経済主体の直面する最適化摩擦に関す
る議論，主に関心となるパラメータ（例えば，
本稿では課税所得の弾力性）の識別可能性に関
する議論や，集群推定法における技術的な側面
での改善方法の提案，他の推定方法との比較な
どが行われてきた。本節では，以上の集群推定
法に関連した既存研究の進展について紹介する。

Ⅲ－１．最適化摩擦の問題
　集群推定における複数の既存研究において，
経済主体の直面する最適化摩擦によって税の屈
曲や断絶に対する集群反応が妨げられているこ
とが指摘されてきた（e.g., Chetty et al. 2011; 
Chetty 2012; Chetty, Friedman, and Saez 2013; 
Kleven and Waseem 2013; Aghion et al. 2017; 
Tazhitdinova 2020）。これは，（１）屈曲や断
絶がより大きい際に集群が大きくなる傾向
（e.g., Chetty et al. 2011）や，（２）制度がよ
り長期的に安定しているときに集群が大きくな
る傾向（e.g., Saez 2010），また，（３）屈曲が
消滅しても閾値における集群がすぐには消滅し

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

yj

r
∑r∈ℝλr・1 ∈ℕ

14）他に考えられる方法として，データが得られる場合の条件付きではあるが，屈曲や断絶が生じる前の分布
やこうした税制に直面していない対照群の分布を反実仮想分布として利用する方法が考えられる。丸め値集
群の対処として利用されているわけではないが Devereux et al.（2014）および Gelber et al.（2020）の分析
はその一例である。
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ない傾向（e.g., Gelber et al. 2020）が観察され
てきたためである。1 つ目については，より屈
曲や断絶が大きいほど経済主体が調整を行うた
めのコストを克服するインセンティブが大きい
ために，集群が大きくなると解釈される。また，
2 つ目および 3 つ目では，短期的には調整を妨
げる摩擦が存在するが，長期的にはその摩擦が
解消されるため，長期的な反応は一般的に測定
される短期的な反応よりも大きくなると考えら
れる（Saez 2010; Saez, Slemrod, and Giertz 
2012）。
　このように，最適化摩擦の存在は，集群推定
の文脈において比較的当初から議論がなされて
きたが，特に重要な点は，摩擦の存在が課税所
得の弾力性の推定値に影響を及ぼす点である。
当然ながら，最適化摩擦は過剰集群量の規模に
影響を与えるため，厚生分析に重要となる長期
的な構造パラメータである弾力性と，短期的な
反応から推定される弾力性の推定値の間に乖離
を生み出してしまう（Chetty 2012）。最適化摩
擦の要因については，行動バイアス，情報の非
対称性，金銭的・時間的な調整費用，標準的で
ない選好体系によるものなど様々考えられている。
　課税所得の弾力性を推定するという観点から
は，いかにこの摩擦を除去して構造パラメータ
である弾力性を推定するかが重要となる。実際，
Chetty（2012）では，たとえ最適化摩擦が小
さい場合でも，識別できる構造的な弾力性の境
界（bound）は多くの場合広くなってしまうと
指摘されている。また同時に，最適化摩擦の規
模を定量化することも，厚生分析を実施する上
では必要になる場合がある（e.g., Chetty 2009; 
Chetty, Looney, and Kroft 2009）。
　集群推定の初期の文脈において最適化摩擦の
議論を行っている Chetty et al.（2011）では，
デンマークの税務データを用いて最適化摩擦の
存在を考慮した分析を行っている。彼らは，企
業が労働時間制約のある求人を出し，賃金労働
者が求職費用を支払って仕事を探索するという，
最適化に対する費用を組み込んだモデルを提示
し，データから観察される集群は以下のように

説明できるとしている。すなわち，（１）屈曲が
大きいほど（限界税率の変化が大きいほど）労
働者は求職コストを克服しがちになるため，屈
曲に対して課税所得の調整を行う労働者が増加
し，推定される課税所得の弾力性が大きくなる
こと，（２）より多くの労働者が直面する屈曲では，
企業や組合が労働者の総体的な意向に合わせて
賃金・時間パッケージを調整するために，より
大きな集群を生じさせる（つまりより大きな弾
力性が観察される）ことである。
　その後の文献では，構造的な弾力性を推定す
るために主に 2 つのアプローチが考えられてい
る。1 つ目は，Chetty（2012）や Kleven and 
Waseem（2013）による構造的な弾力性パラ
メータの境界値を推定するアプローチである。
このアプローチでは摩擦の大きさは識別されな
い。一方，2 つ目は，構造的な弾力性および最
適化摩擦とは独立した屈曲・断絶のばらつきや，
制度変更などによる変動を利用するアプローチ
である（e.g., Gelber et al. 2020; Zaresani 2020; 
He et al. 2021）。この方法では，1 つ目のアプ
ローチとは異なり，最適化摩擦の大きさについ
てよりパラメトリックな特定化を行い，弾力性
とともに推定する点に特徴がある。
　まず前者のアプローチに属する代表的な研究
である，Chetty（2012）および Kleven and 
Waseem（2013）について紹介する。Chetty
（2012）では，動学的なライフサイクルモデル
を想定し，個人は労働時間の調整に対する生涯
の厚生の減少率に許容できる一定の上限がある
中で意思決定を行う。詳細は割愛するが，
Chetty はこのモデルに基づいて構造的な弾力
性の上限 ϵU および下限 ϵLを，観測された弾力
性値η^，識別に用いる税率変更の大きさΔlog

（1－τ），および厚生の減少率に関するパラメー
タδの関数として以下のように近似できるこ
とを示している。

∊U＝η＋ （1－ρ）
4δ

（Δlog（1－τ））2̂

∊L＝η＋ （1＋ρ）
4δ

（Δlog（1－τ））2̂
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ここで， ⎛
⎝ρ＝ 1＋ （Δlog（1－τ））2

2
1

δ
η ⎞

⎠
1/2̂

である。

δ は 特 定 の 値 を 代 入 す る 必 要 が あ る が，
Chetty（2012）は多くの場合δ＝1％が妥当な
値であるとしている。
　次に，Kleven and Waseem（2013）では，
断絶が存在する税スケジュールにおいて，構造
的な弾力性の下限と上限を推定する方法を提示
している15）。まず，下限の推定方法については
以下のように行う。個人の所得選択において他
の所得水準に対して厳密に支配される領域を
［y＊, yD］とする。また，当該領域で課税所得
を選択する個人の割合 r は，

と定義できる。ここで，h（・）は実際に観測
される課税所得の密度分布である。通常の弾力
性推定で用いた過剰集群量 B の代わりに，B/（1
－r）を用いることで構造的な弾力性の下限値
が推定される。その理由は以下のように説明で
きる。断絶が存在しない場合に個人が選択して
いた所得と閾値との距離が近いほど，断絶が存
在する場合に摩擦を克服するインセンティブが
強くなるため，個人は閾値に所得を調節する。
逆に言えば，閾値から離れるほど調節を行わな
い個人の割合が高まることになる。ここでの r
は，厳密に支配される領域のみを用いて閾値へ
の調節を行わない個人の割合を計算しているた
め，yD よりも上の領域で調節を行わない個人
の割合を考慮していない。そのため，当該割合
は過小に推定されていることになり，摩擦の大
きさを過小評価していることになる。その結果，
閾値直上の凹み（穴）はより大きく評価される
ため（つまり閾値直上での集群範囲は狭くな
る），構造的な弾力性はより小さく評価される
ことになり，下限値が与えられることになる。
　次に，弾力性の上限値を求める方法であるが，

実際に観測される所得分布と反実仮想分布とが
収斂する点の所得から閾値まで調整するような
個人の反応をΔy として決定できる。閾値への
調節を行う個人のうち，断絶が存在しない場合
に最も高い所得を持つ個人は弾力性が最も高い
と考えられるからである。
　次に，後者のアプローチに属する代表的な研
究である，Gelber et al.（2020）について紹介
する。Gelber et al.（2020）は，この課税所得
の弾力性と最適化摩擦を同時に推定するための
枠組みを初めて提示した論文である。彼らは，
米国における社会保障制度（Social Security 
Annual Earnings Test）の政策変更による屈
曲上方の限界税率の減少を利用して，定年を迎
える年代でかつ比較的低賃金な労働者を対象に
した分析を行っている。具体的には，政策変更
前後の屈曲間で弾力性および最適化摩擦の規模
が等しいと仮定し，各時点における屈曲での集
群を用いることで，2 つの未知の値である弾力
性および最適化摩擦の規模を推定している。以
下ではその手続きについて説明する。
　基本的な設定はⅡ－ 1 節での説明と同様である
が，所得の調整が行われる際の個人の効用関数
は U（c, y;a）－φの形式で，効用に固定費用とし
て最適化摩擦φが生じると仮定する。また，個
人の課税所得の弾力性はηとし，φおよびηは
時間を通じて一定であるとする。ここで，ある税
引前所得水準 y＊を閾値として，それ以上の所得
に対しては限界税率がτからτ＋Δτ1 に上昇す
る屈曲が導入されていたとする（ここでΔτ＞ 0）。
また，後の議論を明確にするために，この場合の
税制をレジーム 1，屈曲が存在しない場合の税制
をレジーム 0 と呼ぶ。図 3 パネル（a）では，レジー
ム 0 および 1 の予算線が示されている。
　もし最適化摩擦φが存在しなければ，Ⅱ－ 1
節の議論から，レジーム 0 において y ∈（y＊, y＊

＋Δy1］を選択していた個人は，閾値 y＊に所得を
調整する。しかし，最適化摩擦が存在する場合

r≡
∫y＊

y＊＋ΔyD h（y）dy
∫y＊

y＊＋ΔyD h0（y）dy

15）近年の応用例としては，イギリスの個人所得税における断絶を対象とした Adam et al.（2021），フィンラ
ンドの付加価値税における免税点での断絶を対象とした Harju et al.（2019），同様に日本の消費税制におけ
る免税点での断絶を扱った Kawakubo et al.（2022）などが存在する。
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（a）予算線：レジーム 0からレジーム 1への変化

図３　屈曲のケース：最適化摩擦が存在する場合

（b）予算線：レジーム 1からレジーム 2への変化
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には，レジーム 0 において y ∈（y＊, y＊＋Δy1］を
選択していた個人は，課税所得を y＊に調整する
ことの便益に対して費用が大きいために調整を
行わない。図 3 パネル（a）では，調整を行うこ
とと行わないことが無差別である能力 a1 の個
人について，レジーム 0 とレジーム 1 における
選択を示している。個人 a1 はレジーム 0 にお
いて，無差別曲線 U0 の下で y＊＋Δy1 を選択し
ていたが，レジーム 1 においては無差別曲線
U2 の下で摩擦費用φを支払い y＊を選択する
ことで得られる効用水準と，y＊＋Δy1 に留まり
得られる効用水準（無差別曲線 U1）とが等し
くなるため以下が成立する。

　      （８）

ここで，a1 は所得 y＊＋Δy1 を選択していた個
人の能力である。なお，ここでは最適化摩擦が
存在する場合にも屈曲において集群が生じるよ
うに，Δy1 ＜Δy を仮定している。以上から，
レジーム 0 では（y＊＋Δy1, y＊＋Δy1］を選択し
ていた個人のみが課税所得を y＊に移動するこ
とになるから，この時の過剰集群量 B1 は以下
のように書ける。

 （９）

この B1 は，図 3 パネル（c）に示した反実仮想
分布の範囲では，②から④に対応している。
　次に，その後に当該屈曲の直上での限界税率
がτ＋Δτ1 からτ＋Δτ2 に引き下げられたとす
る（これをレジーム 2 と呼び，τ2 ＜τ1 とする。

U（（1－τ）y＊, y＊; a1）
＝U（（1－τ－Δτ1）（y＊＋Δy1）,＿

（y＊＋Δy1）; a1）－φ＿

h0（y）dy≃h0（y＊）（Δy1－Δy1）B1＝∫y＊＋Δy1

y＊＋Δy1

＿
＿

（c）　課税所得密度分布

（注 1）　 パネル（a）および（b）は横軸に課税所得，縦軸に税引後所得をとる個人の予算線である。パネル（a）はレジーム 0
からレジーム 1 への予算線の変化および，変化に対する個人 a1 の反応に関連した無差別曲線 U0，U1 および U2 を示し
ている。無差別曲線 U0 は y＊＋Δy1 でレジーム 0 の予算線と接している。また，パネル（b）はレジーム 1 からレジー
ム 2 への予算線の変化および，変化に対する個人 a2 の反応に関連した無差別曲線 U0，U1 および U2 を示している。無
差別曲線 U0 は y＊＋Δy0 でレジーム 0 の予算線に接しており，U2 はレジーム 2 の予算線に接している。

（注 2）　 パネル（c）はパネル（a）および（b）に対応する，屈曲が存在しない場合における課税所得の密度分布を示している。
（出所）　筆者作成
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図 3 パネル（b）を参照。）。レジーム 2 につい
てもレジーム 1 のケースと同様で，レジーム 0
の場合に課税所得（y＊＋Δy2, y＊＋Δy2］を選択
していた個人は，課税所得を y＊に調節するこ
とになる。
　しかし，τ2＜τ1 であることから，閾値 y＊に課
税所得を調節するインセンティブは減税前（レ
ジーム 1）よりも低くなるので，（y＊＋Δy2）＜（y＊

＋Δy1）である。この時，もし摩擦が存在してい
なければ（y＊＋Δy2, y＊＋Δy1］の範囲の個人はレ
ジーム 2 では y＊に集群することはない。しかし，
摩擦が存在する状態でレジーム 1 から 2 に移行
すると，調整費用がレジーム 2 の下での最適な
所得において得られる便益を上回る所得水準ま
での個人は，閾値 y＊への集群を継続することに
なる。つまり，レジーム 1 から 2 への調整によっ
て得られる利益と最適化摩擦の費用とが丁度等
しくなるような個人 a2 を考えたとき，そのよう
な個人がレジーム 0 において選択する所得 y＊＋
Δy0 を境界として，（y＊＋Δy1, y＊＋Δy0］の範囲
を選択していた個人は y＊での集群を継続し，
（y＊＋Δy0, y＊＋Δy1］の範囲の個人は所得の調整
を行うことになる。
　図 3 パネル（b）では，境界となる個人 a2 の
無差別曲線が示されている。上述のように，個
人 a2 はレジーム 0 の下で y＊＋Δy0 を選択して
いるが（無差別曲線 U0），レジーム 1 の下では
閾値 y＊を選択している（無差別曲線 U1）。そ
してレジーム 2

4 4 4 4 4

の下では，摩擦が存在しない場
合には（y＊＋Δy2）の選択（無差別曲線 U2 に
対応）が最適になる。しかし，摩擦が存在する
場合，閾値から新たに（y＊＋Δy2）に移動する
選択と閾値にとどまる選択とが無差別であるた
め，以下の式が成り立つことになる。

U（（1－τ－Δτ2）y＊, y＊; a2）
　＝U（（1－τ－Δτ2）（y＊＋Δy2）,
　　（y＊＋Δy2）; a2）－φ （10）

また，この時の過剰集群量 B2 は以下のように
書ける。

 （11）

この B2 は，図 3 パネル（c）に示した分布では，
②および③に対応している。
　以下の議論では，さらに等弾力的な効用関数
（３）式を想定してより具体的に考察する。こ
の効用関数の下では，レジーム 1 の下で導出し
た（８）式は，

 

　 （12）

となる。またこの個人のレジーム 1 における一
階条件は y＊＋Δ_y1＝a1（1－τ－Δτ1）ηだから，
これを（12）式に代入して整理すると，Δ_y1 は
未知のパラメータηおよびφと関係づけた以
下の式として表せる。

　

 （13）

また，（９）式で表された過剰集群量 B1 は，限界
集群者に関する 1 階条件 y＊＋Δy1＝（a＋Δa）（1－
τ）ηおよび y＊＝（a＋Δa）（1－τ－Δτ1）η から導かれ

るΔy1＝y＊ －1⎛
⎝

⎛
⎝

⎞
⎠

⎞
⎠1－τ－Δτ1

1－τ η

を用いて以下の

ように書くことができる。

 

 （14）

したがって，（13）式および（14）式から，Δy1

を消去する形で弾力性ηおよび最適化摩擦φ
に関する等式が得られる。
　次にレジーム 1 から 2 への変化に着目して導
出した（10）式は，

h0（y）dy≃h0（y＊）（Δy0－Δy1）B2＝∫y＊＋Δy0

y＊＋Δy1

‾
‾

＿
＿

⎛
⎝

⎞
⎠（1－τ）y＊－

1＋1/η
a1

a1

y＊ 1＋1/η

＝（1－τ－Δτ1）（y＊＋Δy1）＿

⎛
⎝

⎞
⎠－ －φ

1＋1/η
a1

a1

y＊＋Δy1
1＋1/η

＿

（1－τ）y＊ 1－
1＋η
1

1－τ
Δτ1⎛

⎝
⎞
⎠ 1＋

y＊
Δy1⎛

⎝
⎞
⎠

┌
│
│
│
└

＿

－1＋
1＋1/η

1
1－

1－τ
Δτ1⎛

⎝
⎞
⎠ 1＋Δy1/y＊

1⎛
⎝

⎞
⎠

1/η

＿

┌
│
│
│
└

＝φ

－1 －Δy1
⎞
⎠

⎞
⎠

⎞
⎠B1≃h0（y＊）y＊ ⎛

⎝
⎛
⎝

⎛
⎝ 1－τ－Δτ1

1－τ η

＿

－1 －Δy1
⎞
⎠

⎞
⎠

⎞
⎠B1≃h0（y＊）y＊ ⎛

⎝
⎛
⎝

⎛
⎝ 1－τ－Δτ1

1－τ η

＿

⎛
⎝

⎞
⎠（1－τ－Δτ2）y＊－ 1＋1/η

a2

a2

y＊ 1＋1/η
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　 （15）

となる。また，この個人に関するレジーム 0 お
よびレジーム 2 での一階条件は，それぞれ以下
のように書ける。

y＊＋Δy0＝a2（1－τ）η （16）

　　　  （17）

ここで（17）式の 2 行目は，（16）式を用いて
いる。これらを用いると，（15）式は以下のよ
うに整理できる。

　

　

　 （18）

また，過剰集群量 B2 に関する（11）式につい
ては，（14）式から以下のように整理できる。

 （19）

これより，（18）式および（19）式から，Δ－y0

を消去する形で弾力性ηおよび最適化摩擦φ
に関する等式が得られる。
　以上から，（13）式および（14）式と，（18）
式および（19）式からそれぞれ得られるηお
よびφに関する式 2 本を用いて，未知のパラ
メータであるηとφを推定することができる。

Ⅲ－２．非識別の問題
　集群推定では，ある一時点における税のスケ

ジュールと所得分布のデータをもとに課税所得
の弾力性の推定が行われる。これは，税制変更
による異時点間の予算線の変動を利用した分析
（税制変更アプローチ）では，少なくとも税制
変更前後の 2 時点でのパネルデータが必要であ
るのとは対照的である。集群推定は，一時点の
クロスセクションで，かつ個人レベルの情報が
存在しない分布データから弾力性を推定できる
点で優位性があるのではないかと考えられる。
しかし，Blomquist et al.（2021）は集群推定に
おける非識別の問題を指摘し，弾力性のパラ
メータηと個人の能力の分布 f（a）とが単一
の所得分布からは同時に識別できないことを示
している。以下では，Ⅱ－ 1 節でのモデルの設
定をもとに，この非識別の問題を説明する。
　Ⅱ－ 1 節で述べたように，屈曲点における過
剰集群量 B は

と書けた。ここでの識別の問題は，反実仮想密
度分布 h0（y）およびΔy の 2 つのパラメータが
未知であるにもかかわらず，これら 2 つのパラ
メータを含む式が 1 つしか存在しないことであ
る。1 つの式から 2 つの構造パラメータを識別
することは不可能である。
　この問題は，効用関数を Saez（2010）以降
広く用いられている（3）式の形状を仮定した
としても同様である。効用最大化問題に関する
一階条件から得られる課税所得の式

y（τ, η， a）＝a・（1－τ）η

から，集群する個人のうち，予算線の閾値上の点
に丁度接する個人の能力を a＊とすると，閾値で
の課税所得は y＊＝a＊（1－τ）ηと書ける。一方で，
屈曲が存在しない場合には y＊＋Δy を選択してい
るが，屈曲が生じている下では閾値まで調整を行
うような限界集群者の課税所得は，y＊＋Δy＝（a＊

＋Δa）（1－τ）ηと書ける。つまり，集群が生じる
能力の範囲は［a＊, a＊＋Δa］＝［y＊（1－τ）－η,（y＊＋
Δy）（1－τ）－η］となる。
　これを用いて過剰集群量 B を表現すると，

＝（1－τ－Δτ2）（y＊＋Δy2）‾

⎛
⎝

⎞
⎠－

1＋1/η
a2

a2

y＊＋Δy2
1＋1/η

－φ‾

‾y＊＋Δy2＝a2（1－τ－Δτ2）η

1－τ
Δτ2⎛

⎝
⎞
⎠1－＝（y＊＋Δy0）‾
η

（1－τ）（y＊＋Δy0） 1－
1－τ
Δτ2⎛

⎝
⎞
⎠

1＋η┌
│
│
│
└

‾

＋
1＋1/η

1
1＋Δy0/y＊

1⎛
⎝

⎞
⎠

1＋1/η

＿

－ 1－
1－τ
Δτ2⎛

⎝
⎞
⎠ 1＋Δy0/y＊

1⎛
⎝

⎞
⎠＿

＝φ－
1＋1/η

1
1－

1－τ
Δτ2⎛

⎝
⎞
⎠

1＋η ┌
│
│
│
└

＋ ⎞
⎠

⎞
⎠B2≃h0（y＊）Δy0－⎛⎝

⎛
⎝ 1－τ－Δτ1

1－τ
h0（y＊）

B1
η＿

＋ ⎞
⎠

⎞
⎠B2≃h0（y＊）Δy0－⎛⎝

⎛
⎝ 1－τ－Δτ1

1－τ
h0（y＊）

B1
η＿

h0（y）dyB＝∫y＊＋Δy

y＊

- 46 -

集群推定法とその進展

05_CW6_AY284D02.indd   46 2023/02/27   11:45:03



   （20）

となる。この（20）式から明らかなように，過
剰集群量 B はデータから推定可能であるが，
弾力性のパラメータηおよび能力の密度関数
f（a）は未知である。また，この 2 つの未知の
情報を含んだ式は当該（20）式のみであるため，
弾力性が識別できないことになる。Blomquist 
et al.（2021）では，より一般的に，任意の課
税所得の弾力性ηに対して，モデルでの課税
所得の分布を実際の分布と一致させられるよう
な，能力の分布 f（a）が常に存在することを示
している。
　この弾力性が識別できない問題に対して，初
期の既存研究では分布に仮定を追加的に課すこ
とで，所得分布と弾力性のパラメータとが 1 対
1 に対応するようにしていた。例えば Saez
（2010）では屈曲点を挟んで各上下でそれぞれ
密度分布が線形であると仮定しており，Chetty 
et al.（2011）では，屈曲付近で密度が多項式
で表現できると仮定している。後続研究でも基
本的に同様の仮定を課すことで弾力性の推定を
行うことが一般的である。このように，何らか
の形で分布に制約を課さない限り，単一の税ス
ケジュールに対する課税所得の分布から個人の
税に対する反応行動に関する情報（例えば課税
所得の弾力性）を引き出すことはできない。
　この非識別の問題は，断絶が生じている場合
においても同様である。屈曲の議論と同様に，
集群する個人のうち予算線の閾値上の点に丁度
接する個人の能力を a＊とすると，閾値での課
税所得は y＊＝a＊（1－τ）ηと書ける。一方，当
該断絶における限界集群者（能力 a＊＋Δa）は，
課税所得が閾値 y＊になる場合と，閾値上方の
予算線と接する点の課税所得（y＊＋Δy）になる

場合とが無差別である。（y＊＋Δy）は，限界集
群者の断絶に対する反応を表した（５）式を参
考にすると，弾力性ηに依存しているから，
ある関数 k（・,・,・）を用いて y＊＋Δy＝k（a＊＋Δa,
τ,η）と書ける。これが陰関数定理によって，
ある関数 l（・,・,・）を用いて a＊＋Δa＝l（y＊＋Δy,
τ,η）と表せるとすると，この時の過剰集群量
B は，

 （21）

となり，集群が生じる能力の範囲は［a＊, a＊＋
Δa］＝［y＊（1－τ）－η, l（y＊＋Δy,τ, η）］である。
つまり（21）式から，断絶の場合においても屈
曲の場合と同様に，過剰集群量 B はデータか
ら推定可能であるが，弾力性ηおよび能力の
密度関数 f（a）は未知であるから（21）式のみ
では識別ができないことがわかる。
　以上の問題意識から，Blomquist et al.（2021）
は密度分布に一定の制約を課すことで過剰集群
量の大きさの上限と下限を決定することで弾力
性の取り得る範囲を推定する方法を提示してい
る16）。しかし，Saez（2010）と同様のデータを
用いた例では，課税所得の弾力性の取りうる範
囲は非常に広くなってしまうことが指摘されて
いる。この結果は，集群推定そのものを否定す
るわけではない。密度分布にどのような仮定を
課すのか，それをどの程度弱めると弾力性の取
りうる範囲はどの程度変化するのか，といった
推定値の感度を評価するために有用であると考
えられる。同様に集群推定から目的のパラメー
タを識別できないことを説明する Bertanha et 
al.（2021）や Goff（2022）でも，密度分布に対
して特定の形状制限を課し，反実仮想分布を構
築する部分識別戦略を提案している。例えば
Bertanha et al.（2021）は，データに打ち切り
（censoring）が存在する場合の統計的手法を
集群推定に応用できることに着目し，対処方法

f（a）da＝B＝∫a＊＋Δa

a＊
f（a）da∫（y＊＋Δy）（1－τ）－η

y＊（1－τ）－η

f（a）da＝B＝∫a＊＋Δa

a＊
f（a）da∫（y＊＋Δy）（1－τ）－η

y＊（1－τ）－η

f（a）da＝B＝∫a＊＋Δa

a＊
f（a）da∫l（y＊＋Δy,τ,η）

y＊（1－τ）－η

16）脚注 14 で述べたように，Gelber et al.（2020）では対照群と考えられるサンプルに関する分布を反実仮想
分布として利用しているが，これは非識別の問題が念頭にある。屈曲に直面していない対照群の能力の分布が，
観察している分布を構成する個人の能力分布と等しいのであれば，対照群で観測される所得分布は反実仮想
での所得分布として機能するからである。
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を提案している。より具体的には，分布の傾き
に制約が存在すれば課税所得の弾力性の上限と
下限が特定できることを示し，推定量として
トービットと打ち切り回帰でのアプローチを提
案している。ただし，提案された推定方法は最
適化摩擦を許容していないため，現実のデータ
に対する実用性に乏しいという問題がある。一
方，Aronsson et al.（2021）はよりパラメトリッ
クな形で，集群推定に最尤推定量を組み合わせ
た方法を提案しているが，こちらは観測されな
い能力の異質性および最適化摩擦を許容した枠
組みとなっている。

Ⅲ－３．集群範囲の識別方法について
　推定を行うにあたり，集群が生じている閾値
付近の範囲の特定方法については，基本的に目
視で判断する方法が取られてきた。既存研究で
は，このように決定した集群範囲を変化させて
も推定値が大きく変動しないことをもって，得
られた推定値の頑健性を担保する手続きが採ら
れてきた。しかし，集群範囲の選択は推定値の
効率性や正確性に影響を及ぼすため非常に重要
な手続きである。例えば，真の集群範囲よりも
広く範囲を取ってしまうと，反実仮想密度分布
の推定において利用できる観測値を失ってしま
うため非効率となる。また，逆に範囲を狭めて
取ってしまうと，誤った反実仮想密度分布を推
定してしまうことになり，当然弾力性の推定値
にもバイアスが生じる。この問題に対して，
Bosch et al.（2020）ではデータから一定の情
報量規準に基づいて，規則的に範囲を選択する
方法を提案している。彼らは，モンテカルロ・
シミュレーションから，目視で範囲を決定する
既存の方法と比較して，弾力性がより正確に推
定できることを示している17）。
　より具体的には，まず閾値付近で範囲の上限
と下限を定め，反実仮想分布の推定に利用しな
い除外領域を設定する。残りのデータ点を用い

て多項回帰を行い，信頼区間を含む反実仮想で
の各ビンの度数を予測する。そして，閾値周辺
において実際の度数が信頼区間の外側にあるビ
ンについて観察し，これらのうちで閾値から連
続して外側に観測されている範囲を集群範囲と
する。この操作を，任意の上限と下限について
の組み合わせで実行することによって得られた
最小値と最大値から，集群範囲の上限と下限を
得ることができる。

Ⅲ－４．集群推定と税制変更を利用した推定と
の比較について

　課税所得の弾力性に関して，集群推定から得
られた推定値は，税制変更を利用した税制変更
アプローチから得られた推定値と比較して，一
般的に小さくなることが複数の文献によって指
摘されてきた。例えば，米国の研究によると，
税制変更アプローチから得られる給与所得者の
弾力性推定値が 0.12-0.40（Saez et al. 2012）で
あるのに対して，集群推定から得られた推定値
はゼロに近い（Saez 2010）。スウェーデンの研
究においても，税制変更アプローチから得られ
た値が男性給与所得者では 0.19，女性給与所得
者では 1.39 であるのに対し（Blomquist and 
Selin 2010），集群推定値はゼロ近辺である
（Bastani and Selin 2014）。また，デンマーク
の研究でも，操作変数推定から得られた値が 0.2
（Kleven and Schultz 2014）に対して，集群
推定から得られた値は 0.01（Chetty et al. 
2011）である。このような推定方法の違いによ
る 弾 力 性 の 差 に 関 し て，Chetty（2012） や
Kleven and Schultz（2014）などでは，Ⅲ－ 1
節で説明した最適化摩擦の存在が原因だと議論
されている。つまり，観測されるデータから推
定された弾力性については集群推定と税制変更
を利用した推定とで差が存在するが，長期的な
視点での構造的な弾力性については，差は縮小
するということである。

17）Dekker and Schweikert（2021）では，モンテカルロ・シミュレーションにより Bosch et al.（2020）の手
法をデータから範囲を決定する他の方法と比較し，その優位性を確認している。
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　以上の議論に対して，He et al.（2021）では，
課税所得に関する中国の行政パネルデータを用
いて集群推定と税制変更アプローチによる推定
の結果を直接比較し，その違いを生み出す要因
を分析している。彼らの結果によると，税制変
更アプローチによる推定値が，最適化摩擦の存
在を考慮した構造的な弾力性を求めていると考
えられる集群推定値を 8 倍も上回っており，両
者に大きな差が観察される。彼らはこの推定値
の差は，各推定方法が経済主体の異なる行動反
応を捉えているからだと議論し，そのメカニズ
ムを説明するモデルを提示している。つまり，
経済主体は税に対して一時的な反応と永続的な
反応の 2 つを行うと考え，集群推定が識別する
経済主体の行動反応は，一時的な課税所得の調
整によるものであるために推定値が小さいが，
税制変更アプローチによる推定値は永続的な反
応を捉えるために推定値が大きくなると説明し
ている。また，Aronsson et al.（2022）では，
課税所得の弾力性の推定における集群推定量と
税制変更アプローチによる推定量についてモン

テカルロ・シミュレーションを行い，バイアス
（一致性）と精度（有効性）を評価している。
それによれば，集群推定量は税制変更アプロー
チによる推定量と比較して精度が高いものの，
前者は下方バイアスが多くの場合生じること，
後者は一定の条件下ではバイアスが小さくなる
ことを指摘している。加えて，彼らは推定の質
を向上させるための新たな推定量の提案を行
い，当該推定量はバイアスと精度の点で他の推
定量と比較して高いパフォーマンスを示すと議
論している。
　推定方法の違いによる推定値の差が何を原因
として生じているのかについては未だ十分に研
究が行われておらず，各推定方法が特にどのよ
うな条件で高いパフォーマンスを示すのかにつ
いても研究が少ないのが現状である。しかし，
課税所得の弾力性の推定に関しては，これまで
に世界中で盛んに研究が進められてきた分野で
あり，各推定量から得られた推定値がどのよう
な特徴を持つのかを把握することが重要である
と考えられる。

Ⅳ．おわりに

　本稿では，近年財政・公共経済学分野をはじ
めとして，幅広い分野で利用されている集群推
定法について，基本的な推定手法の紹介を行っ
た。加えて，近年の手法の発展状況、手法に対
する批判および関連する議論についても紹介した。
　集群推定法は，経済主体の効用関数（目的関
数）を特定の形式に仮定する必要や，反実仮想
密度分布に関する仮定が必要になる等の問題は
存在するが，課税所得に関する分布などの注目
する経済変数の屈曲や断絶周辺でのクロスセク
ションでの分布さえ取得できれば，推定が実行
可能であるという点で優れた分析手法である。
しかし，少ない情報量で実行可能であるからこ
そ，分布の正確性やデータの正確性が非常に重

要となる。つまり，サーベイデータのような回
答者のノイズが生じやすいデータは分析に不向
きであり，逆に先進国における税務データのよ
うに比較的ノイズが小さいデータが分析には適
しているといえる。
　しかし日本では，これまで他の先進国と比較
して税務データの研究利用が進んでいなかった
こともあり，集群推定を用いた研究が（特に個
人所得税に関しては）少ないのが現状である。
ただ，近年の動きとして，国税庁との共同研究
という形式での税務データの研究利用が開始さ
れており，また東京大学政策評価研究教育セン
ター（CREPE）が複数の地方自治体から税務
データの提供を受け，研究を実施しているなど
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の動きが出てきている。このように日本でも，
今後税務データの研究利用が浸透していく中

で，集群推定法や関連する最新の発展手法の利
用も増加していくことが期待される。
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